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旭
陵
同
窓
会
会
則

　
　

第
一
章
　
総
　
　
　
則

第
一
条
（
名
称
等
）	

本
会
は
、
旭
陵
同
窓
会
と
称
し
、
本
部
を
山
口
県
立
下
関
西

高
等
学
校
（
以
下
「
母
校
」
と
い
う
。）
内
に
置
き
、
各
地
方
に
支
部
を
置
く
。

第
二
条
（
目　

的
）	
本
会
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
、
母
校
の
向
上
発
展
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
（
構　

成
）	

本
会
は
、
次
の
資
格
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

一
、
会　
　

員　

山
口
県
立
下
関
中
学
校
、
山
口
県
立
下
関
高
等
学
校
及
び
山
口　

県
立
下
関
西
高
等
学
校
の
各
卒
業
生
並
び
に
各
校
に
在
学
し
た

者
で
入
会
を
希
望
す
る
者
。

二
、
特
別
会
員　

母
校
の
現
職
員
及
び
旧
職
員
。

　
　

第
二
章
　
役
員
並
び
に
常
任
委
員

第
四
条
（
役　

員
）	

本
会
は
、
本
部
に
次
の
役
員
（
以
下
「
本
部
役
員
」
と
い
う
。）

を
置
き
、
役
員
の
数
及
び
選
出
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。
常
任

委
員
及
び
常
任
委
員
会
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

　
　
　

た
だ
し
、
欠
員
の
生
じ
た
場
合
は
同
様
の
選
出
方
法
に
よ
り
補
欠
役
員
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
、
会　
　

長　

一　

名　

常
任
委
員
会
が
選
任
し
、
総
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

　

二
、
副
会
長　

若
干
名　

会
長
が
指
名
し
、
常
任
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

　

三
、
幹
事
長　

一　

名　

常
任
委
員
の
中
か
ら
会
長
が
指
名
し
、
常
任
委
員
会

の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

　

四
、
副
幹
事
長　

一　

名　

幹
事
長
の
例
に
よ
る
。

　

五
、
幹　
　

事　

若
干
名　

幹
事
長
の
例
に
よ
る

　

六
、
校
内
幹
事　

若
干
名　

母
校
の
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

七
、
会　
　

計　

二　

名　

常
任
委
員
の
中
か
ら
一
名
、
母
校
の
職
員
か
ら
一
名

選
任
し
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

　

八
、
会
計
監
査　

二　

名　

常
任
委
員
会
が
常
任
委
員
の
中
か
ら
選
任
し
、
総
会

の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

第
五
条
（
役
員
の
任
期
）	

本
会
の
役
員
の
任
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
役
員
の
任
期
は
、
次
の
改
選

ま
で
の
期
間
と
す
る
。

　

二
、
役
員
は
、
任
期
満
了
と
な
っ
て
も
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
そ

の
任
務
を
行
う
。

　

三
、
役
員
は
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
六
条
（
役
員
の
任
務
）	

本
会
の
役
員
の
任
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
括
す
る
。

　

二
、
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
任
務

を
代
行
す
る
。

　

三
、
幹
事
長
は
、
本
会
の
会
務
を
処
理
す
る
。

　

四
、
副
幹
事
長
は
、
幹
事
長
を
補
佐
し
、
幹
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
幹
事

長
の
任
務
を
代
行
す
る
。

　

五
、
幹
事
は
、
幹
事
長
、
副
幹
事
長
を
補
佐
し
、
本
会
の
会
務
を
処
理
す
る
。

　

六
、
校
内
幹
事
は
、
一
般
会
務
を
処
理
す
る
。

　

七
、
会
計
は
、
本
会
の
会
計
を
処
理
す
る
。

　

八
、
会
計
監
査
は
、
本
会
の
会
計
を
監
査
す
る
。

第
七
条
（
常
任
委
員
）	　

本
会
は
、
常
任
委
員
を
置
く
。

　

一
、
各
卒
業
期
ご
と
に
常
任
委
員
を
六
名
を
限
度
と
し
て
選
出
し
、
う
ち
一
名
を

代
表
と
す
る
。

　

二
、
常
任
委
員
は
、
本
部
役
員
と
と
も
に
常
任
委
員
会
を
組
織
し
、
本
会
の
会
務

を
審
議
・
処
理
す
る
。

　

三
、
常
任
委
員
は
総
会
後
選
任
し
、
任
期
は
四
年
間
と
す
る
。
但
し
、
再
任
を
防

げ
な
い
。

第
八
条
（
顧
問
）

本
会
に
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
、
顧
問
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

　

二
、
顧
問
は
、
会
長
の
諮
問
に
応
じ
、
必
要
あ
る
と
き
は
、
会
議
等
に
出
席
し
て　

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
（
支
部
役
員
）	　

本
会
は
、
各
支
部
に
支
部
長
及
び
支
部
役
員
を
置
く
。

　
　

第
三
章
　
会
　
　
　
議

第
十
条
（
定
期
総
会
）	　

本
会
の
定
期
総
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
定
期
総
会
は
毎
年
一
回
六
月
に
開
く
。

　

二
、
定
期
総
会
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
決
定
す
る
。

　
　

㈠　

会
務
報
告

　
　

㈡　

事
業
計
画
、
予
算
の
決
議
及
び
決
算
の
承
認

　
　

㈢　

基
本
財
産
の
運
用

　
　

㈣　

会
長
及
び
会
計
監
査
の
承
認

　
　

㈤　

会
則
の
改
正

　
　

㈥　

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
十
一
条
（
臨
時
総
会
）	

本
会
の
臨
時
総
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
、

常
任
委
員
会
の
承
認
を
得
て
開
く
。

第
十
二
条
（
常
任
委
員
会
）	　

本
会
の
常
任
委
員
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
常
任
委
員
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
常
任
委
員
の
三
分
の
一
以

上
の
者
か
ら
常
任
委
員
会
の
招
集
の
要
求
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
は
、
こ
れ
を

招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

二
、
常
任
委
員
会
は
、
本
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
及
び
会
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

事
項
を
審
議
・
決
定
す
る
。

　

三
、
常
任
委
員
会
は
常
任
委
員
の
三
分
の
一
の
出
席
に
よ
り
成
立
す
る
。
た
だ
し
、

委
任
状
の
提
出
が
あ
っ
た
者
は
、
出
席
と
み
な
す
。
代
理
出
席
者
も
認
め
る
。

　
　

第
四
章
　
会
　
　
　
計

第
十
三
条
（
経
費
）	

本
会
の
経
費
は
、
入
会
金
、
年
会
費
、
寄
付
金
及
び
そ
の
他

の
雑
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

第
十
四
条
（
入
会
金
）	

本
会
の
新
入
会
員
は
入
会
金
と
し
て
、
三
、
〇
〇
〇
円
を
入

会
の
際
（
入
学
時
）
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。
原
則
と
し
て
入
会
の
際
の
入
会

金
は
返
金
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
（
年
会
費
）	

本
会
は
会
員
よ
り
年
会
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
（
基
本
財
産
）	

本
会
の
基
本
財
産
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
基
本
財
産
と
し
て
前
条
の
入
会
金
の
三
分
の
一
を
毎
年
積
み
立
て
る
も
の
と

す
る
。

　

二
、
基
本
財
産
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
毎
年
の
収
入
予
算
に
計
上
す
る
ほ

か
、
こ
の
基
本
財
産
に
編
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
、
基
本
財
産
は
、
本
会
の
目
的
達
成
及
び
母
校
の
発
展
の
た
め
特
に
必
要
な
と

き
に
こ
れ
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
（
会
計
年
度
）	

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年

三
月
三
十
一
日
に
終
る
。

第
十
八
条
（
監
査
）	

本
会
の
会
計
は
、
毎
会
計
年
度
の
決
算
書
を
作
成
し
、
会
計

年
度
終
了
後
二
箇
月
以
内
に
会
計
監
査
に
付
し
、
常
任
委
員
会
の
承
認
を
得
た
後
、

総
会
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
五
章
　
当
番
幹
事

第
十
九
条
（
当
番
幹
事
）	

本
会
の
当
番
幹
事
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
総
会
及
び
そ
の
他
本
会
の
恒
例
の
事
業
を
行
う
た
め
当
番
幹
事
を
置
く
。

　

二
、
当
番
幹
事
は
毎
年
度
各
卒
業
期
の
輪
番
制
と
す
る
が
次
の
卒
業
期
と
合
同
で

当
番
幹
事
を
担
当
す
る
。

　
　

第
六
章
　
雑
　
　
　
則

第
二
十
条　

新
入
会
員
は
卒
業
式
ま
で
に
同
窓
会
世
話
係
と
し
て
各
ク
ラ
ス
二
名
選

出
し
、
校
内
幹
事
に
連
絡
す
る
。

　
　
　

付
　
　
　
則

　

一
、
昭
和
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
の
旭
陵
同
窓
会
会
則
は
廃
止
す
る
。

　

二
、
本
会
則
は
昭
和
六
十
一
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

三
、
本
会
則
は
平
成
五
年
四
月
二
十
六
日
一
部
を
改
正
す
る
。

　

四
、
本
会
則
は
平
成
五
年
六
月
二
十
日
一
部
を
改
正
す
る
。

　

五
、
本
会
則
は
平
成
十
一
年
六
月
二
十
日
一
部
を
改
正
す
る
。

　

六
、
本
会
則
は
平
成
十
二
年
六
月
二
十
四
日
一
部
を
改
正
す
る
。

　

七
、
本
会
則
は
平
成
十
三
年
六
月
二
十
三
日
一
部
を
改
正
す
る
。

　

八
、
本
会
則
は
令
和
六
年
六
月
十
六
日
一
部
を
変
更
す
る
。


